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お知らせ

総合町民センター　 
空調設備の使用不可

　総合町民センターでは、空調設
備の改修工事を実施します。それ
に伴い、次の施設において冷暖房
を使用できない期間があります。
また、工事に伴い館内で騒音が発
生する場合があります。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。
◎対象施設　図書館、ふれあい
ホール、多目的ホール、シアター
室
◎対象期間　１０月１日（日）～
１１月３０日（木）（予定）
問合せ先 �生涯学習課　☎ ３５-５３７９

令和５年住宅・土地統計調査

　総務省統計局、県、町では、
１０月１日現在で「令和５年住宅・
土地統計調査」を実施します。�こ
の調査は、住生活に関する最も基
本的で重要な調査で、全国約
３４０万世帯を対象とした大規模
な調査です。調査は昭和２３年以
来５年ごとに行われており、高齢
者の住まい方や空き家対策の重要
性が年々高まっていることを踏ま
え、空き家の状況などを把握する
ことを主なねらいとしています。
　調査の結果は、耐震や防災を中
心とした都市計画づくりなど、私
たちの暮らしと住まいに関する計
画や施策の基礎資料として幅広く
利用されます。調査をお願いする
世帯には、９月下旬から調査員が
調査書類の配布に伺いますので、
インターネット回答または、紙の
調査票により回答をお願いしま
す。
　なおこの調査では、便利なイン
ターネット回答をおすすめしてい
ますので、ぜひ利用してください。
問合せ先 �政策財政課　☎ ３５-５３６３

揖斐都市計画特定用途制限地域
の変更案の縦覧

　町内の一部の地域で特定用途制
限地域が指定されています。指定
された地域内でかけられている建
築物の制限について規制内容を一
部変更するため、変更案の縦覧を
行います。
◎縦覧期間　１０月１１日（水）
～２４日（火）
◎時間　午前８時３０分～午後５
時１５分
◎場所　役場　建設課窓口
※�縦覧期間の満了日まで意見書を
提出することができます。

問合せ先 �建設課　☎ ３５-５３７６

新築住宅の定住奨励金の申請は
お済みですか

　町では町内で住宅を新築するな
どして定住される人に、「新築住宅
の定住奨励金」を交付しています。
◎対象者　平成３０年１月２日～
令和５年１月１日に、町内で住宅
を取得し、入居した人
※�住宅の取得とは、住宅の新築も
しくは住宅の建替えまたは新築
住宅の購入をいいます。

※�住宅の増築や改築、相続や贈与
により取得するものは含みませ
ん。

※�固定資産税の新築軽減が適用さ
れる家屋であること。

◎奨励金の額　新築住宅に課され
る固定資産税相当額（１０万円上
限）
※�町内の建築業者と請負契約して
いる場合には、１５万円を上限。

◎今年度の申請期限　１０月３１
日（火）（平日の午前８時３０分～
午後５時１５分、土・日・祝日除く）
申請・問合せ先 �政策財政課　
☎ ３５-５３６３

食品ロス削減月間

　１０月は「食品ロス削減月間」、
１０月３０日は「食品ロス削減の
日」です。日本国内において、食
品ロス発生量は年間推計５２３万

トン、このうち一般家庭からは
２４４万トンの食品ロスが発生し
ています。生ごみの約半分は水分
です。生ごみを捨てるときは水分
をよく切るとともに、食品ロスを
減らしましょう。
◎食品ロスを減らすために
・�冷蔵庫にある食品を確認し、必
要な分だけを購入しましょう。
・�食材はできるだけ使い切りま
しょう。
・�食べきれる量を作るようにしま
しょう。
・�食品の期限表示を正しく理解し
ましょう。
　「消費期限」と「賞味期限」があ
ります。消費期限は「食べても安
全な期限」、賞味期限は「おいしく
食べることができる期限」です。
問合せ先 �環境生活課　☎ ３５-５３７２

農作業に伴う野焼き

　廃棄物の処理及び清掃に関する
法律により野焼きは原則禁止され
ておりますが、農業を営むため、
やむを得ないものとして行われる
場合に限り例外とされておりま
す。
◎野焼きをする際の注意点
・�近隣住民の人とのトラブルを避
けるため、事前に一声かけま
しょう。
・�風の向きや強さ、行う時間帯等
に配慮をしましょう。
・�ビニールやプラスチックなどの
廃棄物を焼却してはいけませ
ん。
・�焼却する稲わらや伐採枝をよく
乾かすなど、煙の発生を少なく
する工夫をしましょう。
・�伐採枝の処理業者に引き取って
もらうなど、焼却以外の処理方
法もあります。
　農業上やむを得ず稲わらや伐採
枝などを焼却する場合は、周囲の
生活環境への影響が最小限となる
よう、配慮をお願いします。
問合せ先 �農林課　☎ ３５-５３７３
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麻薬・覚醒剤乱用防止運動月間

　１０月１日から１１月３０日ま
では、麻薬・覚醒剤乱用防止運動
月間です。
　麻薬、覚醒剤、大麻、シンナー、
危険ドラッグなどの薬物乱用は、
使用した本人の心身の健康と貴重
な人生を台無しにするだけではな
く、家庭を崩壊させ、地域社会の
安全を損ないます。
　国内では、薬物乱用で毎年１万
人以上の人が検挙されており、単
に新聞紙上のこと、自分に無関係
なこととして放置しておくべきで
はありません。
　薬物乱用の誘いは、今や身近な
家庭にまでも広がってきており、
私たち一人ひとりが薬物乱用に関
する正しい知識と絶対に手を出さ
ないという強い意志を持つことが
肝要です。
　麻薬・覚醒剤などの薬物乱用防
止運動は、地域社会全体で取り組
みましょう。
問合せ先 �西濃保健所揖斐センター
☎ ２３-１１１１

催し・講座

第２３回揖斐郡合唱祭

　郡内のコーラス団体が日々の練
習の成果を発表します。
◎出演　郡内のコーラス団体、中
学校
◎日時　１０月２９日（日）　午後
１時３０分～（開場：午後１時）
◎場所　総合町民センター　ふれ
あいホール
◎入場料　無料
◎主催　総合町民センター管理運
営共同体
問合せ先 �総合町民センター　
☎ ３２-１１１１

第６４回　郡駅伝大会

　郡駅伝大会を実施します。多く
のご参加をお待ちしています。
◎コース　運動公園周辺周回　１
区間　２ｋｍ　計１０ｋｍ
◎部門　中学生　男子・女子　
一般　男子・女子・混合
※混合は２人以上の女性を含む。
◎参加資格　郡内在住、在学、在
勤の人　
※一般・混合は中学生以上
◎期日　１２月３日（日）　午前
１０時スタート（小雨決行）
◎申込方法　生涯学習課備付けの
参加申込書に必要事項を記入のう
え、郡体育協会事務局に提出する。
◎申込期限　１１月２日（木）（郵
送は１１月６日（月）必着）
申込・問合せ先 � 郡体育協会事務局
（揖斐郡教育研修センター内）
〒５０３－２４０３　池田町田中
５５５　☎ ４４-１２６１
チームが組めない選手を募集しま
す！
　郡駅伝大会に参加をしたいが、
選手（１チーム５人）が集まらな
い人を対象に募集をします。
◎応募条件
・�町内在住、在学、在勤で中学生

以上の人

・�１区間（２ｋｍ）を走り切るこ
とができる人

・�常時、連絡が取れる人（大会調
整等に関する連絡をします）

◎応募方法　次の二次元コードを
読み取り必要事項を入力のうえ、
申込む。
◎応募期限　１０月３１日（火）
※応募結果は、後日連絡します。
◎注意事項
・�１チーム、走者５人、補欠１～
２人程度とします。なお、応募
者より補欠選手をお願いするこ
とがあります。

・�応募状況によって、男女の混合
チームになる場合があります。

・�大会当日は現地集合とします
（チームの練習会、顔合わせ等は
行いません）。

・�走順、チーム決めおよびチーム
名等は、生涯学習課で決定しま
す。

※�各部門において、応募人数が１
チーム（５人）に満たない場合
は、出場できない場合あり。

応募申込二次元コー
ド（通常の郡駅伝申
込はできません）
問合せ先 �生涯学習課　☎ 35-５３７９

次回献血のご案内
　献血をご協力いただいた人に血液型、肝機能、コレステロール等の
検査結果をお知らせしています。ご協力をお願いします。

期　日 時　間 場　所 内　容

１０月５日（木） 午前９時～１１時 郡消防組合 
消防本部 全血
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催し・講座

第１３回岐阜脳卒中市民公開講座

◎テーマ　「わかりやすい脳卒中
のおはなし」
◎日時　１０月２８日（土）午後
１時～３時
◎場所　総合町民センター　多目
的ホール
◎定員　２５０人
◎参加費　無料
◎主催　公益社団法人日本脳卒中
協会岐阜県支部
問合せ先 �社団法人脳卒中協会岐阜
県支部（岐阜大学脳神経外科教室
内）☎ ０５８-２３０-６２７１

募　集

税務課　会計年度任用職員募集

◎任用期間　令和６年１月４日
（木）～３月２９日（金）
◎業務内容　課税資料（確定申告
書類等）の整理、データの入力、
申告会場の受付案内　他
◎募集人員　若干名　
◎勤務時間　午前９時～午後４時　
週５日程度　※要相談
◎応募資格　簡単なパソコン操作
（ワード、エクセルの基本操作）が
できる人
◎勤務場所　役場内
◎応募期限　１０月３１日（火）
◎応募方法　（１）電子申請サービ
スによる方法
https://logoform.jp/
form/ciUr/345096
（２）郵送または持参
による方法

◎選考方法　面接（１１月中旬予
定）
申込・問合せ先 �税務課　☎ ３５-５３６７

上磯古墳群北山古墳　 
発掘ボランティア募集

いっしょに古墳を発掘しません
か？
　町では平成３０年度から上磯古
墳群の発掘調査を実施していま
す。令和５年度は北山古墳の発掘
調査を実施します。
◎調査日時　１１月上旬以降の平
日（１週間程度の予定）午前９時
～午後５時（雨天時は作業なし）
◎応募資格　町内に住所を有し、
事前説明会へ参加可能な人（日程
は申込み時にお知らせします）
◎応募方法　文化財調査室窓口も
しくは電話で住所・氏名・年齢を
伝える。
◎応募期限　１０月１３日（金）
問合せ先 �生涯学習課（文化財調査
室）　☎ ３５-５３７９

パブリックコメント　 
皆さんの意見を募集

　町では、特定用途制限地域内の
建築物の制限について規制内容を
一部変更するため、特定用途制限
地域における建築物等の用途の制
限に関する条例の一部改正（案）
について皆さんの意見を募集しま
す。
◎対象者
・町内在住、在学、在勤の人
・�町内に事務所または事業所を有
する人または団体

・�この事案について利害関係を有
する人、法人または団体

◎募集期間　１０月４日（水）～
２４日（火）（土・日・祝日を除く）
◎提出方法　持参、郵送、FAXま
たはメールで、住所、氏名、電話
番号を記入し、建設課へ提出する
※�口頭や電話での意見はお受けで
きません。
※�意見への検討結果は、個別に回
答を行いません。

提出・問合せ先 �建設課　
〒５０１－０５９２　大野町大字
大野８０　
☎ ３５-５３７６、FAX：３４-３５２７、
メールアドレス：kensetsu@town-
ono.jp

自衛官等募集案内

◎募集種目　陸上自衛隊　高等工
科学校生徒
◎受験資格　男子で中卒（見込含）
１７歳未満の者（令和６年４月１
日現在）
◎受付期間　
推薦　１０月１日（日）～１２月
１日（金）
一般　１０月１日（日）～令和６
年１月５日（金）
◎試験期日　
推薦　令和６年１月６日（土）～
８日（月）のうち１日
一般
［１次］令和６年１月１３日（土）・
１４日（日）のうち１日
［２次］令和６年１月２５日（木）
～２８日（日）のうち１日
※�日付が変更される場合がありま
す。その場合は、ホームページ
等で公表します。

問合せ先 �自衛隊岐阜地方協力本部　
大垣地域事務所　☎ ０５８４-７３-１１５０

※�民間企業等との協働により、新たな財源を確保し、町民サービスの
向上および地域経済の活性化を図るため、有料広告を掲載しています。
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相　談

１０月１６日（月）～２２日（日）
は行政相談週間

　総務省では、行政相談制度の周
知および利用促進を目的として、
行政相談週間を設けています。
◎行政相談とは　総務大臣から委
嘱された行政相談委員が、皆さん
からの相談を受付け、解決のため
の助言や関係機関への連絡を行い
ます。相談は無料で、秘密は厳守
されますので、気軽に利用してく
ださい。
◎相談内容　行政サービスに関す
る困りごとや意見・要望
◎相談日　毎月第２火曜日
◎相談時間　午後１時～３時
◎相談場所　福祉センター
岐阜行政監視行政相談センター
「きくみみ岐阜」でも、行政相談を
受付けています。
◎相談場所　岐阜合同庁舎（岐阜
市金竜町５-１３）
◎電話相談　行政苦情１１０番　
☎ ０５７０-０９０１１０
問合せ先 �総務省　岐阜行政監視行
政相談センター「きくみみ岐阜」
☎ ０５８-２４６-１１００

おおのビジネス相談

◎相談内容　町内の中小企業・小
規模事業者の経営上のあらゆる悩
みごと
◎相談日　１０月１２日（木）
◎相談時間　午後１時～５時
（１件あたり６０分、午後４時最終
受付）※要予約
◎相談場所　町民相談室
◎相談員　県よろず支援拠点職員
◎予約方法　前日までに電話で予
約。当日受付不可。
予約・問合せ先 �まちづくり推進課
☎ ３５-５３７４

障がい者巡回相談

◎相談内容　日常生活で困ってい
ること・障がい福祉サービスにつ
いて等
◎相談日　１０月１８日（水）
◎相談時間　（１）午後１時３０分
～（２）午後２時３０分～
（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　町民相談室
◎相談員　障がい者相談支援事業
所相談支援専門員（身体・知的・
精神）
※�日程場所等は諸事情により変更
となる場合がありますので予約
時に確認してください。

※�初めての人が優先
※�予約時簡単な聴き取りをします。
予約・問合せ先 �福祉課　☎ ３５-５３６９

多重債務等相談

◎相談内容　多重債務・負債・離
婚等法律相談関係
◎相談日　１０月１６日（月）毎月
第２月曜日（祝日の場合は第３月曜
日）
◎相談時間　午後１時～３時
（１件あたり２０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　弁護士
予約・問合せ先 �保健センター�
☎ ３４-２３３３

心の健康相談

◎相談内容　うつ病・統合失調症・
人間関係等心の悩み
◎相談日　１０月１６日（月）毎月
第２月曜日（祝日の場合は第３月曜
日）
◎相談時間　午後１時～３時�
（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　精神保健福祉士
予約・問合せ先 �保健センター�
☎ ３４-２３３３

心配ごと相談

◎相談日　１０月３日（火）、１０
日（火）、２４日（火）
◎相談時間　午後１時～３時
（心配ごと相談１件あたり３０分、
弁護士相談１件あたり２０分）
※弁護士相談要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員
第１火曜日　人権擁護委員（人権
等心配ごと相談）
第２火曜日　行政相談委員（行政
等心配ごと相談）
第４火曜日　弁護士（弁護士相談）
予約・問合せ先 �
社会福祉協議会事務局　
☎ ３４-２１３０


